
　日本国内にお住まいの20歳から60歳までのすべての人は、国民年金の加入と年金保険料納付義務があります。
また、年金制度によって老後の所得保障だけではなく、障害年金や遺族年金などが受けられるようになっています。
　しかし、年金加入手続きがされていないと年金受給額の減額や万一の時に障害年金・遺族年金を受け取ることが
できませんので、必ず手続きをしてください。

○加入の手続き
　退職者などは第１号被保険者（学生、自営業者、無職の人など）になるため、住民環境課で手続きをしてください。
　就職した人は第２号被保険者（会社員、公務員）に、その人に扶養される配偶者は第３号被保険者になり、勤務先
の事業所が加入手続きを行います。
　また、配偶者の扶養から外れることで、第３号被保険者から第１号被保険者になる場合は住民環境課で手続きを
する必要があります。
※手続き時の必要書類
　●退職者…厚生年金・健康保険資格喪失証明書、離職票など
　●配偶者の扶養から外れた人…厚生年金・健康保険資格喪失証明書

２月11日（日）に町総合体育館で第39回養老町民なわとび大会が
開催されました。健康増進や体力づくりの機会として多くの人が
参加し、仲間とともに汗を流しました。

○「ひょうたんとび」の部
優　勝　Team ぴょんぴょんズ
準優勝　養老町ひょうたんとび保存会
３　位　高田地区烏江

○「ジュニア長なわとび」の部
優　勝　養老地区子ども会Ａ
準優勝　高田地区烏江
３　位　多芸東部（TTB）

○「長なわとび」の部
優　勝　Team ぴょんぴょんズ
準優勝　笠郷Ｂチーム
３　位　高田養老HYユナイテッド

個人自由なわとび　優秀賞
１部（小学３年生以下）　　　　　　４人
２部（小学４年生以上中学生以下）　６人
３部（高校生含む一般）　　　　　　16人
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